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論　　説

　抄　録　特許権侵害訴訟における損害賠償額に関し，令和元年６月７日に知財高裁大合議判決がな
された１）。またこれに先立ち，令和元年５月17日に特許法102条３項の実施料相当額の算定に関する法
改正が行われた２）。これらを踏まえると，今後の特許権侵害訴訟において損害賠償額・実施料率が従
前に比べて高く認定される可能性が高まったと考えられる。このことは，侵害訴訟における侵害者側
にとっては損害賠償額が増加するため賠償リスクが高まっていることを意味し，一方で特許権者側に
とって損害賠償額が増加することはチャンスを意味する。そこで，大合議判決で示された損害賠償額
算定にあたっての考慮要素（４要素）を中心に過去の裁判例を整理・分析することで，４要素がどの
ように影響していたのか確認するとともに，大合議判決後の裁判例についても４要素の影響を確認す
ることとした。

特 許 第 ２ 委 員 会
第 ４ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

特許権者が請求しうる損害賠償額を「特許発
明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当
する額」（いわゆる実施料相当額）として規定
していた特許法102条旧２項（現在は３項）は，
特許権侵害の際に，特許権者が最低限度の損害
賠償額を請求できるようにしたものとされてい
る。同項は平成10年改正法により３項に繰り下

げられるとともに「通常」の文言が削除され，
訴訟当事者の具体的事情を考慮した妥当な実施
料相当額が認定できるような改正がなされた
が，訴訟における認定額は上がらなかったと言
われている３）～５）。
そして令和元年改正法で新設された４項によ
り，実施料相当額を算定するにあたっては，特
許権侵害があったことを前提として交渉した場
合に決まるであろう額を考慮できる旨が規定さ
れた。加えて，新設された１項２号により，１
項と３項の関係において，侵害者が販売した数
量のうち，特許権者の生産能力等を超えるとし
て覆滅された部分について，侵害者にライセン
スしたとみなして，損害賠償を請求できる旨も
規定された。
＊  2019年度　The Fourth Subcommittee， The Second 
Patent Committee

知財高裁大合議判決（平成30（ネ）10063）と	
令和元年改正特許法が今後の実施料相当額を	
争う裁判に与える影響についての考察
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さらに，令和元年６月７日の知財高裁大合議
判決（以下，大合議判決という）において，特
許権侵害訴訟における損害賠償額算定に関して
判示がなされた。すなわち，『特許法改正の経
緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当
たっては，必ずしも当該特許権についての実施
許諾契約における実施料率に基づかなければな
らない必然性はなく，特許権侵害をした者に対
して事後的に定められるべき，実施に対し受け
るべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べ
て自ずと高額になるであろうことを考慮すべき
である。したがって，実施に対し受けるべき料
率は，①当該特許発明の実際の実施許諾契約に
おける実施料率や，それが明らかでない場合に
は業界における実施料の相場等も考慮に入れつ
つ，②当該特許発明自体の価値すなわち特許発
明の技術内容や重要性，他のものによる代替可
能性，③当該特許発明を当該製品に用いた場合
の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，④特
許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業
方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合
理的な料率を定めるべきである。』旨の判示が
なされた。特に，平成10年改正法により「通常」
の部分が削除された経緯を背景に，特許権侵害
をした者に対して事後的に定められるべき，実
施に対し受けるべき料率は，通常の実施料率に
比べて自ずと高額になるであろうことを考慮す
べきと言及されている点は注目に値する。
このように，直近の動向を踏まえると，今後
の特許権侵害訴訟において，裁判所により算定
される実施料相当額が従前より高額化する可能
性がある６）。そこで，当小委員会では，大合議
判決で示された実施料相当額を算定するにあた
り考慮されるべき上記①～④の要素（以下，そ
れぞれ要素①～要素④という）について，過去
の裁判例を整理・分析することで，４要素が過
去の裁判例においてどのように影響していたの
か確認するとともに，大合議判決後の裁判例に

ついても４要素の影響を確認することとした。

2 ．	裁判例の分析

2．1　分析対象

実施料相当額を算定している裁判例を抽出す
るために，以下の条件で調査を行った。
１）データベース
知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）
２）対象期間
平成21年４月１日～令和元年12月31日（判決日
基準）
３）検索条件
権利種別：特許権，実用新案権
訴訟類型：民事訴訟，民事仮処分
全文：損害賠償

上記条件にて抽出された771件のうち，裁判
所が損害賠償額を認容している案件が155件，
うち，実施料相当額を算定している案件が51件
あった。

2．2　分析結果

（1）	損害賠償認容における実施料率の判断件
数の割合

裁判所が損害賠償額を認容している案件155
件について，算定の際の適用条文について調査
した。結果を図１に示す。

図１　損害賠償認容の根拠条文
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図１に示すように，特許法102条３項等に基
づいて算定している案件は51件と約33％を占め
る一方，同条２項は79件と５％，その他（同条
１項，民法709条等）は25件と約16％を占める
に過ぎなかった。
このことから，特許権侵害に基づく損害賠償
を請求するに際し，民法709条の一般原則によ
り損害賠償額を証明するのは困難なため特許法
102条の各規定が多く活用されており，中でも
２項が過半数で用いられていることがわかる。
１項は，特許権者の利益の額を開示しなければ
ならないため，積極的には用いられていないと
推測される一方，３項については約３分の１と，
現状でも一定の割合で活用されていることがわ
かった。なお，３項については，予備的請求に
ついて認容されたものも含んでいる。

（2）	大合議判決の各要素が裁判所認定料率へ
与える影響の傾向分析

次に，大合議判決で示された４要素が，裁判
所認定の実施料率（以下，「裁判所認定料率」
という）にどのように影響するのかを確認する
ため，大合議判決以前の裁判例を対象に４要素
の観点で整理・分析した。本分析は，判決文中
における各要素への言及が，裁判所が認定した
業界平均実施料率（以下，「業界平均実施料率」
という）より裁判所認定料率が高くなる方向（以
下，「高料率側」等と表現する）に影響したのか，
逆に低くなる方向（以下，「低料率側」等と表
現する）に影響したのかを確認することで行っ
た。さらには，各要素の影響度合いを定量化す
るため，業界平均実施料率と裁判所認定料率と
の乖離率（裁判所認定料率÷業界平均実施料率）
を算出した。このため，本項目における分析の
対象は，上記2．1の分析対象のうち，業界平均
実施料率が認定されており，かつ，裁判所認定料
率が明示されている裁判例（18件）としている。
なお，乖離率の算出に当たって，判決文中に

業界平均実施料率が例えば３％等と一義的に記
載されていない場合は，以下のようにした。す
なわち，業界平均実施料率が数値範囲の幅を
もって認定されている場合（例えば3.0～5.0％）
には，当該料率の幅の上限値と下限値の平均値
を業界平均実施料率（上記例では4.0％）とし
て採用した。また，業界平均実施料率に重み付
けが記載されている場合には，当該重み付けを
考慮して算出した値を業界平均実施料率として
採用した（例えば，判決文中に『特許権の「ロ
イヤルティ料率相場」は，「２～３％未満」が
30.8％，「３～４％未満」が30.8％，「４～５％
未満」が23.1％となっている。これらの数値が
実施料率の通常の業界相場であると考えられ
る。』といったように，業界相場の実施料率を
統計的に階層化して記載されているものについ
ては重み付けがなされているものと解釈し，
2.5％×30.8％＋3.5％×30.8％＋4.5％×23.％の算
出値を業界平均実施料率として採用した）。
この結果，乖離率が1.5倍超（「高料率事件」
と定義する）となったものが６件，0.5倍以下
（「低料率事件」と定義する）となったものが７
件であった。
これらの事件において，それぞれ高料率およ
び低料率につながった事実を考慮していると考
えられる件数を要素①～④毎に集計したのが表
１である。

表１　各要素を考慮した件数

低料率
事件

高料率
事件

要素①
（相場実施料率）

1/7件
（14％）

1/6件
（17％）

要素②
（特許発明自体の価値）

6/7件
（86％）

4/6件
（67％）

要素③
（売上／利益への貢献）

4/7件
（57％）

5/6件
（83％）

要素④
（競業関係等の諸事情）

2/7件
（29％）

5/6件
（83％）
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表１によると，裁判所が実施料率算定にあ
たって最も考慮したと考えられる要素は，低料
率事件では要素②であり，７件中６件（86％）
であった。また，高料率事件では要素③及び要
素④であり，６件中５件（83％）であった。
以下では，これらの要素②，③，④が低料率
及び高料率の各認定に与えた具体的な要因につ
いて，各裁判例を紹介しつつ解説する（要素①
については，低料率事件および高料率事件が各
１件ずつと少ないことから，除外した）。

（3）各要素が低料率認定に与えた要因分析
まず，裁判所が低料率側へ認定する際，要素
②～④について，それぞれどのように言及して
いるか紹介する。
１）要素②（特許発明自体の価値等）
裁判所は，「本件加工方法はそのための前処
理の一方法であって，（中略）数値制御装置の
プログラム中にピアスタイプ134に関する部分が
占める割合もごくわずか」（平成22（ワ）20084），
「本件発明Ｂ－１の作用効果が発揮される場面
というのは，（中略）極めて限定的」（平成26（ワ）
6163），「同発明は，蓋の開閉検知のほかには，「洗
濯物が取り出された状態」とするための技術的
手段を開示していない」（平成24（ワ）14652），「本
件加工方法はそのうちの一つであるにとどま
る」（平成22（ワ）20084），「ゴルフボールにおい
ては，コア（芯球）のみでなく，カバー，ディン
プルも重要であって，その性能としても，飛び
性能のみならずスピン，打ち出し角，ディンプ
ル等に関するものも重要」（平成22（ネ）10032），
「本件はそのような接合技術の一つ（中略）本
件発明の他にも存在する」（平成21（ネ）10006）
と認定しており，侵害品の機能における本件発
明が占める割合の低さや限定的な作用効果等に
よって，実施料率が低料率側へ認定されたと考
えられる。
２）要素③（売上／利益への貢献等）

裁判所は，「作りこまれたストーリーや，美
しいグラフィックと本物にこだわったサウンド
による演出，キャラクタがロ号製品の大きな訴
求力になっている」（平成26（ワ）6163），「二次
電池に求められる上記各性能を被告製品が有し
ていることによる部分が大きい」（平成24（ワ）
30098），「原告の製品カタログにおいては，ゴ
ルフボールの技術として「コアテクノロジー」，
「カバーテクノロジー」，「ディンプルテクノロ
ジー」が並列的に記載されている」（平成22（ネ）
10032），「被告製品のカタログ（甲15の１ない
し３）には，（中略）金属と炭素繊維強化プラ
スチックの接合方法については，本件発明を含
め，特段の記載はない。」（平成21（ネ）10006）
と認定しており，売上に対する限定的貢献，又
はカタログ中の並列的記載若しくは記載の薄
さ，侵害製品自体の需要者訴求力等によって，
実施料率が低く認定されたと考えられる。
３）要素④（競業関係等訴訟に現れた諸事情等）
裁判所は，「原告は被告製品等と同種のレー
ザ加工機の製造販売をしているが，被覆された
被加工物の前処理につき本件第２発明３とは異
なる方法を推奨している」（平成22（ワ）20084），
「一審被告の親会社（中略）は，（中略）約60％
のシェアを有していた。（中略）一審被告のゴ
ルフボール製品は，（中略）評価が高く，世界
ではもちろん，日本のツアーにおいても使用率
が非常に高い。（中略）ゴルフ関係の雑誌にお
いて，一審被告のゴルフボールが，欧米でも広
く使われており，勝率が高いこと等につき大き
く宣伝されていた」（平成22（ネ）10032）と認定
しており，原告が本件発明の実施を推奨してい
ないこと，侵害者の市場評価／知名度の高さ／
雑誌の宣伝を考慮すること等によって，実施料
率が低く認定されたと考えられる。

（4）各要素が高料率認定に与えた要因分析
続いて，同様に高料率側へ認定する際，要素

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 71　No. 1　202132

②～要素④について，それぞれどのように言及
しているか紹介する。
１）要素②（特許発明自体の価値等）
裁判所は，「本件発明は被告製品の構成の中

核部分に用いられており，本件発明の技術的範
囲に属する部分を取り除くと被告製品はアンテ
ナとして体をなさない」（平成26（ワ）28449），「化
粧料における剤型という構成全体に関わる発明
であり，相応の重要性を有する」（平成30（ネ）
10063），「本件板状部材による目詰まりの防止
が有用となる」（平成27（ネ）10048等，平成25（ワ）
32555）と認定しており，侵害品に対する本件
発明の重要性（中核部分，構成全体に関わる）
／有用性等によって，実施料率が高く認定され
たと考えられる。
２）要素③（売上／利益への貢献等）
裁判所は，「被告製品はこれと同様に背が低

いにもかかわらず受信性能に優れたアンテナ装
置であって，被告はこの点を被告製品の宣伝上
強調し（中略）」（平成26（ワ）28449），「被告に
おいて，原告のCVS装置をシステムに組み込む
こともある中で，温調機能を有する被告装置を
含む発注を受けているのであるから，被告装置
の存在は，システム全体の受注に一定限度寄与
しているというべき」（平成25（ワ）6414），「本
件発明（中略）は被告各製品の全体について実
施されている（中略）需要者の購入動機に影響
を与えるものであるから，上記両発明を被告各
製品に用いることにより控訴人らの売上げ及び
利益に貢献する」（平成30（ネ）10063），「本件固
定リング及び本件板状部材を被告装置の補充部
品として販売し，売上げを得てきた。」（平成25
（ワ）32555），「被告による新製品販売開始後，
コンビ社の市場における販売シェアが低下して
いる」（平成21（ワ）44391等）と認定しており，
宣伝上の強調，売上貢献，需要者の購入動機の
高さ，又は，被告販売による原告販売シェア低
下等によって，実施料率が高く認定されたと考

えられる。
３）要素④（競業関係等訴訟に現れた諸事情等）
裁判所は，「原告と被告は競合している（中略）

競合関係にある被告にとって，被告装置が本件
特許の侵害となるか否かの検討は容易であると
考えられ，（中略）あえて温調機能を有する被
告装置を含むシステムを受注した（中略）」（平
成25（ワ）6414），「控訴人と被控訴人はいずれも
化粧品の製造販売業者であり，競業関係にあ
る。」（平成30（ネ）10063），「一審原告がライセ
ンス契約の締結自体を拒否した（中略）一審原
告は，（中略）一審被告に実施許諾する意思を
有していない」（平成27（ネ）10048等），「ライセ
ンス料を支払うことを提案したものの，原告が
これを拒否した（中略）原告は，本件特許権を
被告に実施許諾する意思を有しておらず，被告
に対して被告装置の製造・販売等の中止を求め
ており，（中略）」（平成25（ワ）32555），「原告は，
コンビ社との間で総代理店契約を締結し，同社
に対して独占的販売権を付与しているから，原
告において，重ねて被告に対して実施許諾をす
る場合には，実施料率が高くなることが推認さ
れる」（平成21（ワ）44391等）と認定しており，
競合関係，原告の実施許諾拒否の意思・態様，
特許侵害検討の容易性等によって，実施料率が
高く認定されたと考えられる。

（5）ロイヤルティベースに関する分析
実施料率が高料率側又は低料率側に認定され

る際の考慮要素については以上の通りである
が，実施料相当額の認定における争点はそれだ
けであろうか。
まず本稿では，実施料相当額を算定するにあ

たって，実施料率を乗ずる元となる値をロイヤ
ルティベースと呼ぶ。そして大合議判決では，
「原則として，侵害品の売上高を基準とし，そ
こに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定
すべき」と判示されており，ロイヤルティベー
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スは原則として侵害品の売上高であることが示
されている。仮に，ロイヤルティベースそのも
のについて当事者間で争いがある場合，例えば
高額なロイヤルティベースが認められれば，特
許権者は実施料率についてはあまり強硬には主
張しないことも考えられる。
そこで，ロイヤルティベースを争点にした裁
判例についても調査した。
図２に示すとおり，抽出した51件の裁判例の
うち，侵害品の売上高がロイヤルティベースと
して認定された件数を確認したところ，46件（90
％）であった。一方，侵害品の売上高以外をロ
イヤルティベースとして認定した件数は４件
（８％），不明が１件（２％）であった。これら
の事実から102条３項による損害は，大合議判
決で示されたように，原則として侵害品の売上
高を基準とし，そこに実施料率を乗じて算定さ
れていることが確認できた。侵害品の売上高以
外をロイヤルティベースとして認定した事案で
は，そもそも侵害品の売上が発生していないも
のなどであり，事案ごとの事情を考慮要素とし
てロイヤルティベースを算定していることがわ
かった（後述の裁判例１～３参照）。

図２　裁判所が採用したロイヤルティベース

原則どおり（侵害品の売上）

例外 不明

1

46

4

また図３に示すとおり，上記の51件のうち，
ロイヤルティベースの認定について当事者で
争った件数は19件（37％）であった。このうち，
裁判所が侵害者の主張を採用した件数が12件
（23％），特許権者の主張を採用した件数が７件

（14％）であった。裁判所が侵害者の主張を採
用した12件のうち６件については，特許権者が
主張する侵害品売上高に対し，侵害者が証拠を
提出，または計算鑑定制度を利用して反論する
ことで，侵害者主張の侵害品売上高が採用され
ている。一方で裁判所が特許権者の主張を採用
した７件のうちロイヤルティベースとして侵害
品の売上以外を認定した事案が２件あった。ロ
イヤルティベースとして特許権者の主張を採用
した事案は，侵害品の売上の認定にあたり，イ
号製品が複数種類ある場合に一部の製品が技術
的範囲に属さないこと，侵害者の行為が特許権
の実施行為にあたることを立証することによ
り，裁判所が特許権者主張の売上をロイヤル
ティベースとして採用している事案であった。

図３　ロイヤルティベースが争点になった割合

32 12 719

ロイヤルティベースについて争っていない件数

被告主張でロイヤルティベースを認定

原告主張でロイヤルティベースを認定

3 ．	裁判例紹介

実施料率やロイヤルティベースについて争わ
れた大合議判決以前の裁判例について，大合議
判決で示された規範をあてはめて分析を行った
結果は以上の通りであるが，このような類型に
あてはまらず，損害賠償額の予見可能性に限界
があることがわかる裁判例も存在する。例えば
侵害品の売上高以外がロイヤルティベースとし
て算定された事案や，業界平均料率が存在しな
い業界での事案等である。
これらの例外的な裁判例に関して紹介する

（裁判例１～３）。さらに，大合議判決後に実施
料相当額について認定された事案も数件出てき
ているところ，大合議判決が後の裁判に与えた
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影響や，予見可能性を高めるうえでの有用な情
報が得られると思われるため，あわせて紹介す
る（裁判例４～６）。

（1）	裁判例１（民訴法248条で裁判所が損害
額を認定した事案）

（平成19年（ネ）10032号（平成22年７月20日
判決言渡）［知財高裁／特許権侵害差止等請求
控訴事件］）
本件は，「溶融金属供給用容器」，「溶融金属

供給用容器及び安全装置」等の特許権者である
原告（被控訴人）が，被告（控訴人）に対し，
被告の使用する溶融アルミニウム合金搬送用加
圧式取鍋が，原告の有する特許発明の技術的範
囲に含まれ，また，原告の有する意匠権に係る
意匠と類似するとして，特許権侵害及び意匠権
侵害に基づき，前記加圧式取鍋の使用差止等及
び損害賠償を求めた事案である。
本事案では，原告の損害額について，原判決
で認められた，使用する対象物（搬送対象物）
に係る利益を前提とする，102条３項に基づく
損害額の算定が争点となった。
裁判所は，「原告は，被告に対し，102条３項
及び意匠法39条３項に基づき，実施料相当額の
損害賠償を求めるものであるが，本件特許権の
対象物である取鍋に関する取引事例がほとんど
ないこともあり，市場における実際の取引事例
を比較分析することなどによっては，実施料相
当額を算出することはできないため，本件にお
ける実施料相当額を求めるには，被告が本件特
許権の使用によって実際に受けたと考えられる
利益を基にして算出するほかに方法はない。
この点について，原告は，被告が取鍋の転売
により利益を得ている事実はなく取鍋を用いて
溶融アルミニウムを納入販売していることを考
えると，溶融アルミニウムの売上額を基準とし
て算出すべきであると主張するものであり，（中
略）相応の合理性があるということができる。

他方，被告は，（中略）本件各特許は，『方法』
の発明ではなく『物』の発明に係る特許であっ
て，被告製品ないし被告現製品の『使用』とは，
溶融金属の『運搬及び溶融金属の供給』に用い
ることにすぎないとし，その使用に係る『利益』
は，被告製品ないし被告現製品の購入額・修理
額に基づいて計算することができると主張する
ものであり，（中略）被告主張の算出方法にも，
実施料相当額を算出する場合に斟酌する試算値
を算出するものとして，若干の合理性があると
いうことができる。」とし，「溶融アルミニウム
の売上額を基準とした場合，（中略）本件各特
許発明１及び同５を併せて，溶融アルミニウム
の納入価格の0.6％という試算値になる（その
内訳は，本件各特許発明１は0.2％，本件各特
許発明５は0.4％となる。）。このほか，本件意
匠が加圧式取鍋全体に係る意匠であること等を
考慮すれば，本件意匠の実施料率として普通に
考えられるものとしては，溶融アルミニウムの
納入価格の0.1％という試算値になる。」とした
上で，「民訴法248条の趣旨にかんがみ，口頭弁
論の全趣旨及び証拠調べの結果を参酌し，原告
が主張した，溶融アルミニウムの売上高を基準
とする算出方法に基づいて得られた試算値を出
発点として，公平の見地から，これに0.5を乗
じた金額をもって，実施料相当額であると認定
するものである。」と判示した。
本件は，特許発明の対象物である取鍋に関す

る取引事例がなく，市場における実際の取引事
例から実施料相当額を算出することができない
ため，原告および被告それぞれが主張する特許
発明の実施によって被告が実際に受けたと考え
られる利益を基にし，民訴法248条を用いて実
施料相当額を算定したケースである。

（2）裁判例２（侵害品の売上が存在しない事案）
（平成26年（ワ）第5210号（平成28年１月21日
判決言渡）［大阪地裁／損害賠償請求事件］）
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本件は，発明の名称を「パック用シート」と
する特許権を有する原告が，被告の製造，譲渡
したフェイスマスクが当該発明の技術的範囲に
属すると主張して，被告に対し，不法行為によ
る損害賠償請求として，当該特許の実施料相当
額等の支払を求めた事案である。
本事案では，他の美容商品を購入した顧客に
対して特典として無償で譲渡している被告製品
（侵害品）を製造及び譲渡を行う場合における
102条３項の実施料相当額の算定にあたっての
ロイヤルティベースが争点となった。
そして裁判所は，「ア　特許法102条３項の「特
許発明の実施に対し受けるべき金銭の額」とは，
本件特許発明を実施許諾する場合の客観的に相
当な実施料の額をいうと解される。本件では，
被告は，シート製造業者から納入を受けたパッ
ク用シートについて，袋容器に美容液を充填し
て封をし，被告製品を製造した上で，他の美容
商品を購入した顧客に対して特典として無償で
譲渡している（乙14）が，そのような場合であっ
ても，市場利益を得るために被告製品に織り込
まれたパック用シートの価値を利用し，その価
値を顧客に提供したことに変わりはないから，譲
渡分についての実施料相当額は，販売（有償譲渡）
した場合と同様に算定するのが相当である。
イ　被告製品を市場で販売することを想定す
る場合，本件特許発明の実施許諾の際には，実
際に販売された分については，実施品の総売上
額に実施料率を乗じることによって実施料を算
出する方式を採用するものと考えられ，被告製
品を市場で販売した場合の価格を基準に実施料
相当額を算定するのが相当である。
（中略）　エ　証拠（甲29，乙13）によれば，「ロ
イヤルティ料率アンケート調査結果」において，
「頭部に着用するもの」等を対象とする「個人
用品または家庭用品」に係る特許権の「ロイヤ
ルティ料率相場」は，「２～３％未満」が30.8％，
「３～４％未満」が30.8％，「４～５％未満」が

23.1％となっている。これらの数値が実施料率
の通常の業界相場であると考えられるが，本件
特有の事情としては，以下の点がある。（中略）
原告と被告は，平成22年６月24日，平成23年４
月18日までの秘密保持契約を締結し，被告が本
件特許等を実施することを希望する場合，原告
と被告はその協議をする旨が定められており，
原告は，被告に対する本件特許発明の実施許諾
について，積極的な姿勢を示していたといえる。
（中略）また，被告製品は，本件特許発明の対
象であるパック用シートに，美容液を含浸させ
たものであるところ，被告の広報雑誌（甲３）
では，全４頁の被告製品の広告の中で，美容液
の成分・効果とシートの素材・形状にそれぞれ
１頁を当て，両者を被告製品の特徴として同等
に宣伝，広告しており，このような宣伝態様は，
被告製品配布用台紙（甲４）でも同様であるこ
とから，両者は，顧客の誘引に，同等に寄与し
ていると考えられる。･･･さらに，被告製品の
顧客吸引力については，被告が化粧品業界にお
ける著名企業であり，特典の元になる美容商品
自体も顧客を誘引する要素になっていると考え
られる上，被告製品のシートには，本件特許発
明の切り込み線による効果だけではなく，鼻と
口の間の縦の切り取り線の部分を切り離して引
き寄せ，フェイスマスクをより立体的にして，
より小鼻を覆いやすくしているという独自の工
夫がされている。これらの事情を総合すると，
本件において，被告製品を市場で販売する場合
を想定した場合の実施料率は，２％と認めるの
が相当である。」と判示した。
本件は，特許権の対象物を被告が無償譲渡し
て侵害品の売上高が存在しない場合であって
も，顧客に対する価値（市場価値）がある場合
は有償譲渡した場合と同様に算定するとして想
定市場価格を基にして実施料相当額を認定した
ケースである。なお被告製品が納入されたが譲
渡されなかった分についての実施料相当額に関
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しては，その価値を市場に価値を提供したわけ
でないことから想定市場価格ではなく，納入価
格を基にして実施料相当額を認定した。

（3）裁判例３（侵害品の売上がない事案）
（平成20年（ネ）第10085号（平成22年３月24
日判決言渡）［知財高裁／特許権侵害差止等請
求控訴事件］）
本件は，発明の名称を「インターネットサー

バーのアクセス管理およびモニタシステム」と
する特許権を有する一審原告（控訴人）が，一
審被告（被控訴人）の提供したインターネット
を利用した情報提供サービスが当該発明の技術
的範囲に属すると主張して，一審被告に対し，
①サービスの差止，②サーバー及びデータベー
スの廃棄，③特許権侵害の不法行為による損害
賠償を請求した事案である。一審（平成19年（ワ）
第2352号（平成20年10月17日判決言渡））では，
102条２項に基づく損害賠償請求がなされたが，
本件特許権は無効理由を有するため，特許法
104条の３により，本件特許権を行使すること
ができないと判示され，損害賠償請求は審理さ
れずに棄却された。この原判決を一審原告が不
服として控訴し，一審と同様に差止及び廃棄に
加え，102条３項に基づく損害賠償を請求した。
そして裁判所は「（3）そして，特許法102条

３項にいう「特許発明の実施に対し受けるべき
金銭」として，例えば，特許発明の実施品の販
売に対する売上金に基づいて算定される実施料
相当額を想定することができるところ，本件特
許は「アクセスを提供する方法」の発明につい
てのものであり，本件発明の実施は，構成要件
を充足するアクセス方法の提供によって行われ
るが，甲３の１ないし甲12及び甲20の１ないし
甲27の２によると，本件発明の実施者は，アク
セスの提供自体又はアクセスの利用自体によっ
て金銭を受けるものではなく，アクセス方法に
よって検索される対象となり得るキーワードの

登録者が支払う登録料金を受領するというので
ある。（4）ところで，被控訴人方法の登録件数
が13万6826件であることには当事者間に争いは
ないところ，甲７の３の１及び２並びに甲22の
１の１によると，これらの登録は，キーワード
の実勢調査を行うためのマーケティングデータ
収集を目的とする「Test Operation」を経て，
登録料金が発生する商用サービス開始期間前に
商標権者からビジネス・キーワードアドレスの
登録申請を受け付け，優先登録権を与えるため
の「Sunrise Operation」における登録であって，
いずれも登録料金の支払を伴わないものであ
り，乙37，38及び弁論の全趣旨によると，被控
訴人は本件紛争の発生に伴って，その後に予定
されていた商用サービスである「Commercial 
Operation」への移行を行っていないものと認
められるから，被控訴人は，被控訴人サービス
への登録について登録者から金銭を受領してい
るということはできないし，ほかに被控訴人が
本件発明の実施に相当する被控訴人サービスの
提供に関して金銭を受領したことを示す証拠は
ない。
他方，上記「Sunrise Operation」における

登録を無料としているのは，検索の可能性が高
い商標権者については，サービスの利用率を高
めるために無料で登録をさせる意味があると考
えての措置であると認められるから，一般の
ユーザーによる有料のキーワード登録を加えて
被控訴人サービスを開始するための前提となる
ものである。（中略）（6）しかしながら，上記（3）
及び（4）のような被控訴人方法の実施に関す
る実情に照らすと，控訴人の損害額を立証する
ために必要な事実を立証することは，その性質
上極めて困難であるというべきであるところ，
上記のとおり，被控訴人方法の登録件数は約14
万件に上っていること，これらはいずれも無料
の登録に係るものではあるが，そのうち
「Sunrise Operation」に係る登録については，
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被控訴人サービスを開始するための前提となる
ものであると理解すべきことのほか，甲10の２
によると，被控訴人は，被控訴人方法を
「Commercial Operation」に移行させた後は，
キーワード登録１つ当たり１年間３万1,500円
の登録料を徴収する予定であったと認められる
こと，さらに，前記第２の３（３）ア及び甲60
によると，被控訴人は，遅くとも平成18年中に
はサービス開始に向けた前提条件を整えてお
り，ユーザーによって被控訴人サービスを利用
することができる状態が作出されていたと認め
られることを総合的に考慮すると，控訴人の損
害額は1,400万円を下らないと解するのが相当
である。」と判示した。
本件は，有償サービスを開始するための前提
として無料登録の段階において約14万件のキー
ワード登録があったこと，被控訴人がサービス
利用開始の前提条件を整えていたことを考慮し
て侵害行為による売上高がない場合であっても
実施料相当額を認定したケースである。

（4）裁判例４（大合議判決後の事案１）
（平成28年（ワ）第12296号（令和元年９月10
日判決言渡）［大阪地裁／特許権侵害差止等請
求事件］）
本件は，「棒状フック用のカードケース」の
特許権の原告らが，被告に対し，被告がカード
ケースの販売により原告らの特許権を侵害した
として，不法行為に基づき，特許法102条１項
又は２項（複数の原告のうち１つの原告につい
ては，予備的に同条３項）に基づく損害賠償額
の支払を求めた事案である。
本事案では，他のものによる代替可能性，本
件発明の寄与度，及び被告の販売力等が102条
３項に基づく損害額の算定にあたって争点と
なった。
そして裁判所は「被告が指摘する製品には，
その具体的構成や使用方法が判然としないもの

も含まれているほか，カードケースが上保持部
と下保持部を備えるなどという本件発明の構成
の基本的部分を備えたものと認めることもでき
ないから，被告指摘の製品を代替品ないし競合
品ということはできない。（中略）被告が指摘
する乙73ないし77はいずれも，カードケースが
上保持部と下保持部を備えるなどという本件発
明の構成の基本的部分を備えたものと認めるこ
とはできない。また，被告が指摘する乙７７は，
（中略）本件発明の構成とは大きく異なってい
る。それだけでなく，被告製品が販売されてい
た時期に，本件発明の作用効果の一部を奏する
とされる技術があったとしても，それだけで直
ちに，原告において，本件特許の全構成を備え
た被告製品の販売による利益に相当する損害を
被ったことが否定されるとはいえない。（中略）
そして，プラスチック製品（イニシャル・ペイ
メント条件無し）の平成４年度から平成10年度
までの実施料率の統計データによると，最頻値
は１％，中央値は３％，平均値は3.9％である
こと（乙83），本件発明の構成によるとカード
ケースの使用者の操作性等が相当向上すると認
められること，前記認定のとおり，被告による
被告製品の売上には被告の販売力やブランドイ
メージ等が大きく影響したと認められること，
その他本件に現れた事情に加え，さらには特許
権侵害をした者に対して事後的に定められるべ
き，実施に対し受けるべき料率は，通常の実施
料率に比べて自ずと高額になるであろうこと
（前掲知財高裁令和元年６月７日判決参照）を
も考慮すると，本件で相当な実施料率は５％と
認めるべきであり，注釈（複数の原告のうち１
つの）原告（中略）の特許法102条３項に基づ
く損害は（中略）円（計算式：15 被告製品の
売上額（中略）円×５％×１／２（共有持分の
割合））となる。」と判示した。
本件は，被告製品の売上には被告の販売力や
ブランドイメージが大きく影響したという低料
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率側の認定を行っているにも関わらず，代替品
や競合品の存在や発明の寄与度による推定覆滅
は認めず，大合議判決も引用し，結果として平
均値3.9％よりも高い実施料率である５％を認
定したケースである。

（5）裁判例５（大合議判決後の事案２）
（平成29年（ワ）第9201号（令和元年６月20日
判決言渡）［大阪地裁／特許権侵害差止等請求
事件］）
本件は，発明の名称を「シリコーン・ベース

の界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発
泡性組成物」とする特許権に係る発明（以下「本
件特許発明」という。）を有する原告が，被告
らが製造及び販売する速乾性手指消毒剤である
各製品がいずれも，本件特許発明の技術的範囲
に属するとして，被告らに対し，102条３項に
基づく損害賠償額の支払いを求めた事案であ
る。
本事案では，被告らの特許権侵害による原告

の損害額に関し，本件発明の重要性，及び被告
ら製品の売上げおよび利益への貢献等が102条
３項に基づく損害額の算定にあたって争点と
なった。
そして裁判所は，「被告各製品と本件各発明

の実施品に加え，第三者の製品も，本件各発明
の奏する作用効果と同趣旨と見られる効果を利
点としてうたっていることなどに鑑みれば，泡
状の手指消毒剤において本件各発明が持つ技術
的価値は高いものと見られる。また，手指消毒
剤の市場において，泡状の製品のシェアが徐々
に高まっていることがうかがわれることに鑑み
ると，本件各発明の経済的価値も積極的に評価
されるべきものといえる。もっとも，後者に関
しては，ジェル状の製品のシェアはなお維持さ
れているといってよいことに鑑みると，その評
価は必ずしも高いものとまではいえない。実施
料率の決定要因としては，当該特許発明の技術

的価値よりも経済的価値の方がより影響力が強
いと推察されることに鑑みると，このことは軽
視し得ない。（中略）進歩性が認められる本件
各発明の奏する作用効果と同趣旨と見られる効
果が実際の製品の利点としてうたわれているこ
となどに鑑みれば，上記のとおり本件各発明の
技術的価値は高いものと評価するのが相当であ
る。（中略）被告各製品（中略）は，被告製品
がいずれも比較的低価格である。反面，これを
踏まえて被告各製品の売上高を見ると，その販
売数量は多いといえるから，被告各製品はいわ
ゆる量産品であり，利益率は必ずしも高くない
と合理的に推認される。この点は，本件各発明
を被告各製品に用いた場合の利益への貢献とい
う観点から見ると，実施料率を低下させる要因
といえる。･･･各事情を斟酌すると，特許権侵
害をした者に対して事後的に定められるべき，
本件での実施に対し受けるべき料率について
は，７％とするのが相当である。」と判示した。
本件は，実施料率を決定するにあたって特許

権の技術的価値よりも経済的価値のほうが強く
影響することを認めた上で，本特許権は技術的
価値も経済的価値もあるとし，一方で被告製品
の利益率が高くないことが実施料率を低下させ
る要因であるとして，高料率側，低料率側両方の
言及をしつつ，結果として業界平均実施料率よ
り高い７％の実施料率を認定したケースである。

（6）裁判例６（大合議判決後の事案３）
（平成30年（ネ）第10006号（令和元年９月11
日判決言渡）特許権侵害行為差止等請求控訴事
件・同年（ネ）第10022号	同附帯控訴事件）
本件は，原審を大阪地方裁判所平成26年（ワ）

第6163号とする事案で，原審原告（以下控訴人）
および原審被告（以下被控訴人）が，それぞれ
損害賠償および原審敗訴部分の取消しを求めた
事案である。
本訴原審では，被告製品は本件発明に係る物
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の生産にのみ用いる物であるから，被告製品を
製造，販売することは，特許権（以下「本件特
許権Ｂ」という。）の間接侵害（特許法101条１
号）に該当し，本件特許権Ｂに対する損害賠償
について裁判所は，「本件発明Ｂ－１の作用効
果が発揮される場面は極めて限定されるという
べきである。（中略）本件発明Ｂ－１の実施の
程度は前記の平均的な実施料率の場合に比べて
かなり小さなものであると見るべきである。（中
略）本件での実施料率は0.5パーセントとする
のが相当であり，（中略）実施に対し受けるべ
き金銭の額に相当する額は470万円となる」と
判示した。
本訴では，本件特許権Ｂに対する控訴人製品
の特許権侵害の取消しについてこれを認めず，
被控訴人らの特許権侵害による控訴人の損害額
の算定にあたり，本件発明の重要性，被告製品
の売上げおよび利益への貢献，控訴人及び被控
訴人の競業関係等が争点となった。
そして裁判所は，本件特許権Ｂに対して，

「ゲームの変化の態様に応じた体感振動情報信
号，例えば，振動の発生周期（間欠周期）を短
くするための体感振動情報信号を送出すること
により，遊戯者は一層高度な現実感やスリルを
味わえるという効果をもたらすものである。他
方，ロ号製品において本件発明Ｂ１の作用効果
が発揮される（中略）場面が生じるのは，霊を
撮影しようとする場面の中の一部に限られるも
のと考えられることからすると，ロ号製品に
とって，本件発明Ｂ１の重要性は，さほど高い
ものではなく，イ－９号製品等における本件発
明Ａの重要性に比べても，その価値は低いもの
というべきである。もっとも（中略）本件発明
Ｂ１の効果は，ゲームを進める上で相応の重要
性を有するものであるといえる。そのため，ロ
号製品における本件発明Ｂ１の重要性を過度に
低く評価するのは相当でない。（中略）ゲーム
の進行状態に応じてその遊戯者に振動を体感的

に伝達するように構成された遊戯装置に関し，
本件発明Ｂ１の上記技術についての代替技術が
存在することはうかがわれない。（中略）本件
発明Ｂ１は，ロ号製品のゲームにとって重要な
意味を有する霊の撮影の場面に使用される技術
であるところ，この点は需要者の購入動機に影
響を与えるものであるから，本件発明Ｂ１をロ
号製品に用いることにより被控訴人の売上げ及
び利益に貢献するものと認められる。一方，（中
略）ビジュアル，音による演出，ゲームキャラ
クタが，需要者に対する大きな訴求力となって
おり，これらと比較すると，本件発明Ｂ１のロ
号製品の売上への貢献度は低いものと認められ
る。（中略）控訴人と被控訴人は，いずれもゲー
ム機器，ソフトウェアの製造，販売等を業とす
る株式会社であり，競業関係にある。（中略）
本件訴訟において本件特許Ｂの実際の実施許諾
契約の実施料率は現れていないところ，本件特
許Ｂの技術分野が属する分野の近年の統計上の
平均的な実施料率が，本件アンケート結果では
2.5％（最大値4.5％，最小値0.5％，標準偏差1.5％）
である。このことに加え，本件発明Ｂ１に係る
技術は，侵害品であるゲームソフトにとってそ
れなりに意味を有するものであり，かつ代替性
もないものであるとはいえ，ロ号製品の売上げ
及び利益への貢献度は，同製品の設定，ビジュ
アル，演出，キャラクターなど訴求力の高いも
のと比較すると低く，イー９号製品等における
本件発明Ａの重要性と比べても，その価値は低
いものであること，控訴人と被控訴人は競業関
係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考
慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的
に定められるべき，本件での実施に対し受ける
べき料率は1.5％を下らないものと認めるのが
相当である。したがって，本件特許権Ｂの侵害
について，特許法102条３項により算定される
損害額は，1,410万円（９億4,000万円×1.5％）
となる。」と判示した。
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特許Ｂに対する損害賠償は，同じ争点に対し，
大合議判決以前に原審判決が行われ，大合議判
決以後に本訴判決が行われている。
原審では，作用効果を奏する場面は限定的と
して実施料率の大幅な減率を認定した。一方，
本訴では，作用効果を奏する場面は限定的だが
重要な場面であり（要素②），効果の貢献は低
くとも売り上げに貢献し（要素③），代替技術
の不存在，競業関係にあること（要素④），事
後的に定められる実施料率であることを理由
に，原審と比較して高料率側に実施料率を認定
した。
原審に対し本訴では，要素②の作用効果に関
する認定で差が出たことに加え，要素③，要素
④，および事後的に実施料率を定めることを実
施料率増加の要素として考慮している。

4 ．	ま と め

以上述べたように，裁判所が実施料相当額に
あたる損害賠償額を算定した案件51件につい
て，実施料率の算定にあたり考慮された要素を
中心に確認した。考慮要素の整理・検討にあ
たっては，過去の判例で述べられた考慮要素を
大合議判決で示された４要素（要素①～④）に
当てはめて整理するとともに，４要素が実施料
率の算定にあたり及ぼす影響の分析を行った。
裁判所が業界平均実施料率よりも低料率に認
定した事案では，大合議判決で示された「特許
発明自体の価値（要素②）」が考慮されている
割合が最も多いことが確認でき，侵害者は侵害
品の機能における本件発明が占める割合の低さ
や限定的な作用効果を主張・立証することで減
率することに成功していることがわかった。一
方で，「競合関係等訴訟に現れた諸事情（要素
④）」が考慮されている割合が最も少ないこと
が確認できた。これは要素②に比べて侵害者の
ブランド力，侵害者の市場評価等を侵害者が客
観的に立証することが難しいために，要素④を

考慮した低料率の事案が少ないと考えられる。
裁判所が業界平均料率よりも高料率に認定し
た事案では，「競合関係等訴訟に現れた諸事情
（要素④）」が考慮されている割合が最も多いこ
とが確認できた。これは特許権者と侵害者が競
合関係にあることを特許権者がうまく主張・立
証することによって増率に繋がりやすいと考え
られる。一方で，「特許発明自体の価値（要素②）」
が考慮されている割合が最も少ないことが確認
できたが，他の「売上／利益への貢献等（要素
③）」や「競業関係等訴訟に現れた諸事情（要
素④）」に比べて著しく低いわけではなかった。
そのため特許権者としては要素④だけでなく，
要素②や要素③などについても同時に主張・立
証することが重要と考える。
さらに，実施料相当額を算定するにあたり実
施料率を乗じる基準となるロイヤルティベース
について確認したところ，大合議判決で述べら
れたように，原則どおり侵害品の売上高がロイ
ヤルティベースとして認定された件数は46件と
約90％の割合で実施料相当額算定の基準として
用いられていることが確認できた。侵害品の売
上高が存在しない事案については，侵害品の市
場想定価格を用いる事案や侵害品を用いて納入
販売している物（例えば裁判例１の溶融アルミ
ニウム）の売上高をロイヤルティベースとして
用いる事案等があることが確認できた。すなわ
ち，裁判所は侵害品の売上高がなかったとして
も，侵害品の取引実態，顧客に対する価値（市
場価値）の観点からロイヤルティベースを定め
るなど柔軟な対応をしていることがわかった。
そして，大合議判決後の裁判例４～６の事案
に挙げる様に，今後の特許権侵害訴訟において，
実施料相当額は高額化（実施料率は高料率化）
する方向であることが明らかに示されたと考え
られる。
さらに令和元年改正特許法において，102条
３項の実施料相当額を算定するにあたり，特許
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権侵害があったことを前提として交渉した場合
に決まるであろう額を考慮できる旨が明記され
たことも実施料相当額の高額化を後押ししてい
る。これらを踏まえ，今後の実施料率を考慮す
る訴訟や製品開発の実務の場面で考慮するべき
事項を述べる。
特許権侵害訴訟の場面では，特許権者，侵害
者共に，業界平均料率等を表す客観的データに
基づいて主張・立証をするために知財部門，設
計部門だけでなく，例えば，マーケティング部
門とも連携強化を図ることによって特許発明お
よび侵害品の市場評価，知名度，ブランドイメー
ジといったものを客観的に示す検討なども行う
ことが肝要である。
具体的な検討項目として，例えば侵害品にお
ける当該技術以外の構成技術，当該技術の適用
場面，当該技術により侵害品が奏する商業的効
果の程度，被告の会社または侵害品のブランド
力，被告の営業努力，侵害品の業界におけるラ
イセンスの実態，が挙げられる。

5 ．	おわりに

本稿では，実施料相当額について認定してい
る裁判例を分析し，実施料相当額の算定にあ
たって裁判所が考慮する要素等を明らかにした
上で，令和元年６月７日の知財高裁大合議判決
（平成30（ネ）10063）および令和元年改正特許法
が今後の実施料相当額算定に与える影響につい
て考察を行った。なお，文末に，今回我々が検
討した，裁判所が実施料相当額について算定し

ている51件についてまとめたものを表２として
添付した。本稿で紹介した内容が，企業におけ
る知財実務に携わる皆様の一助になれば幸いで
ある。
本稿は，2019年度特許第２委員会第４小委員
会の構成員である，青艸武志（小委員長　NTT
コミュニケーションズ），小川裕之（小委員長補
佐　三菱電機），高澤祐介（小委員長補佐　富士
通），飯田広範（ソニー），落合雄大（キヤノン），
橘田さゆり（帝人ファーマ），黒沢利崇（小松
製作所），杉浦章雄（住友大阪セメント）， 
福本雅弘（日油），山田督（ケーヒン），横田和幸
（大塚製薬）の執筆によるものである。

注　記

 1） 知財高判大合議令和元年６月７日・平成30年
（ネ）10063号

 2） 特許庁　特許法等の一部を改正する法律　令和
元年５月17日法律第３号

 3） 「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に
向けて」特許庁「特許権侵害における損害賠償
額の適正な評価WG」，デロイト トーマツ ファ
イナンシャル アドバイザリー合同会社　pp.75～
76編（2018）

 4） 「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向
性について」知的財産戦略本部　検証・評価・
企画委員会，知財紛争処理システム検討委員会
pp.24～25（2016）

 5） 小泉直樹，田村善之，特許判例百選（別冊ジュ
リスト）（第５版，有斐閣）p.87

 6） 「特許法102条２項及び３項に関する知財高裁大
合議判決」高橋元弘，知財管理，Vol.70　No.2　
pp.252～266（2020）
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表２　裁判所が実施料率について認定した裁判例一覧

最終審 最終審（番号） 損害賠償 
認容額

第１要素 第２ 
要素 第３要素 第４要素 結論

実際の 
実施料率

業界平均
料率

特許 
発明の
価値へ
の言及

売上／
利益へ
の貢献

侵害の
態様

競業 
関係の
有無

左記の
実施料
率への
影響

特許 
権者の
営業 
方針

その他
諸事実 認定料率

通常の
実施料
率に比
べて高
額か？

知財高裁 平成31（ネ）10031 ¥6,175,082 － 3.4他 ㊤ ㊥ × 有 × × × 3.0 低
知財高裁 平成30（ネ）10006等 ¥143,843,710 － 2.5 ㊤ ㊦ 〇 有 ㊤ × ㊤ 3.0，1.5 高，低
大阪地裁 平成28（ワ）12296 ¥13,185,861 － 3.9 ㊤ ㊦ × 有 × × × 5.0 高
大阪地裁 平成29（ワ）9201 ¥6,836,000 － 7.1他 ○ ○ × 有 × × × 7.0 低～高
知財高裁 平成30（ネ）10063 ¥141,450,006 10 5.3他 ㊤ ㊤ × 有 ㊤ × × 10 高
知財高裁 平成30（ネ）10017 ¥373,836,477 － 4.3他 〇 〇 〇 無 × × × 閲覧制限 低
大阪地裁 平成28（ワ）7536 ¥6,175,082 － 3.0他 ㊤ ㊥ × 有 × × × 3.0 低
知財高裁 平成30（ネ）10039 ¥18,644,217 × 3.9他 ㊦ ㊥ × 有 × × ㊤ 閲覧制限 低
東京地裁 平成28（ワ）38103 ¥10,857,600 ３万円/kw － × × × 有 × × × ３万円/kw 不明
大阪地裁 平成27（ワ）4292 ¥328,837,720 10 5.3他 ㊤ × × 有 ㊤ × × 閲覧制限 高
大阪地裁 平成27（ワ）8621 ¥15,078,405 10 5.3他 ㊦ ㊥ 〇 有 ㊥ × ㊤ 閲覧制限 高
東京地裁 平成28（ワ）29320 ¥18,644,217 × 3.0他 ㊤ ㊦ × 有 × × ㊤ 閲覧制限 低
大阪地裁 平成26（ワ）6163 ¥5,170,000 － 2.5 ㊦ ㊦ 〇 有 × × × 0.5 低
東京地裁 平成27（ワ）22060 ¥2,760,346 5.0 3.3～3.5他 ㊤㊦ ㊤ × 有 × × × 3.0 低
大阪地裁 平成26（ワ）10739 ¥15,000 － 不明 × × × 有 × × × 5.0 不明
東京地裁 平成25（ワ）33070 ¥87,055,000 － － × ㊦ ㊤ 有 × × × 2.0他 低
東京地裁 平成26（ワ）28449 ¥16,139,735 － 3.3～3.5他 ㊤ ㊤ × 有 × × × 5.0 高
大阪地裁 平成26（ワ）5210 ¥14,846,422 － 2.0～3.0他 × ㊤ ㊤ 無 × × 〇 4.0他 低
知財高裁 平成27（ネ）10048等 ¥70,728,115 － 5.0他 ㊤ × 〇 有 ㊥ × ㊤ 3.0，10 高
大阪地裁 平成25（ワ）10039 ¥3,707,859 － 3.0～4.0 × × × 有 × × × 4.0 通常
知財高裁 平成25（ネ）10097 ¥22,828,675 － 3.9他 ㊤ × × 有 × × × 3.5 －
東京地裁 平成24（ワ）12351 ¥692,276,932 － － ㊤ ㊤ × 有 × × × 2.0 －
東京地裁 平成25（ワ）32555 ¥67,728,115 － 5.0他 ㊤ ㊤ × 有 ㊥ × ㊤ 10他 高
大阪地裁 平成25（ワ）6414 ¥19,084,430 － 4.2他 × ㊤ × 有 ㊤ × ㊤ 7.0 高
東京地裁 平成23（ワ）35723 ¥698,178 － － × × × 有 × × × 3.0 －
東京地裁 平成24（ワ）31523 ¥248,638 － － ㊤ × × 無 × × × 5.0 －
東京地裁 平成24（ワ）14652 ¥53,277,482 － 4.6他 ㊦ ㊤ × 有 × × × 1.0 －
東京地裁 平成24（ワ）30098 ¥111,660,000 － 5.0他 ㊤ ㊦ × 有 × × ㊤ 1.0 －
知財高裁 平成25（ネ）10086 ¥336,641,921 － － ㊦ × × 無 × × × － －
東京地裁 平成22（ワ）20084 ¥15,650,000 2.0 3.3他 ㊤㊦ × × 有 × 〇 ㊤㊦ 1.0他 低
知財高裁 平成25（ネ）10016 ¥288,591,466 10 6.1他 × × × 無 × × × － －
大阪地裁 平成23（ワ）12716 ¥803,800 － － 〇 × × 有 × × × 5.0 －
東京地裁 平成19（ワ）2525 ¥336,641,920 閲覧制限 5.7他 ㊦ ㊤ × 無 × × × 閲覧制限 －
知財高裁 平成25（ネ）10012 ¥74,321,466 － － ㊦ ㊤ ㊦ 有 × × × 2.8 通常
大阪地裁 平成21（ワ）10811 ¥37,306,387 － － ㊤ ㊥ × 有 ㊥ × ㊦ 2.0 低
東京地裁 平成22（ワ）44473 ¥74,321,466 － － ㊦ ㊤ ㊦ 有 × × × 2.8 通常
東京地裁 平成22（ワ）26341 ¥165,698,740 － － ㊤ ㊦ × 有 × × × 閲覧制限 低
東京地裁 平成20（ワ）33536 ¥116,687,911 － － ㊤ ㊤ × 有 × × ㊤ 10他 －
知財高裁 平成22（ネ）10032 ¥921,524,055 3.0 6.5 ㊦ ㊦ ○ 有 × × ㊤㊦ 3.0 低
東京地裁 平成21（ワ）44391等 ¥21,139,152 － 0.5～6.5他 × ㊤ ㊦ 有 ○ ○ ㊤㊦ 10 高
知財高裁 平成22（ネ）10091 ¥1,800,892,796 － － ㊤ ㊥ ㊥ 有 ㊥ ㊥ ㊤㊦ 閲覧制限 －
東京地裁 平成19（ワ）507 ¥1,191,852,910 － － ㊤ ㊥ ㊥ 有 ㊥ ㊥ ㊤㊦ 閲覧制限 不明
知財高裁 平成19（ネ）10032 ¥49,688,617 － － ㊦ ㊥ ㊥ 有 ㊥ × ㊥ 0.2他 不明
知財高裁 平成21（ネ）10006 ¥43,332,013 － 5.9他 ㊦ ㊤㊦ ○ 有 × × × 3.0 低
知財高裁 平成20（ネ）10085 ¥14,000,000 － － × ㊤ ㊥ 有 × × × 100円/件 高
東京地裁 平成17（ワ）26473 ¥1,786,204,028 － 6.5 － － － 有 × × × 5.0 通常
知財高裁 平成21（ネ）10012 ¥83,730,000 － － ㊤ ㊤ × 有 × × × 3.0 －
東京地裁 平成18（ワ）21405 ¥251,673,433 － － ㊤ × × 有 ㊤ × × 閲覧制限 不明
知財高裁 平成20（ネ）10086 ¥2,475,366 2.0 － × × × 有 × × × 2.0 低
知財高裁 平成20（ネ）10088等 ¥5,856,600 3.0 － ㊤ × × 有 × × ㊤ 10 高
大阪地裁 平成18（ワ）11429 ¥6,247,479 3.0 － × × × 無 × × ㊤ 6.0 高
注）㊤：実施料率を高く認定する言及，㊦：実施料率を低く認定する言及，㊤㊦：両方の言及，㊥：実施料率への影響は中立な認定，〇：言及はされて
いるが実施料率への影響は不明
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